
フラット35 近年の制度改正について

～省令準耐火構造の検査方法の変更ポイント～
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【フラット35】近年の主な制度改正

【令和6年10月】

・金利引下げ制度の制限区域の追加
・省令準耐火構造の住宅に係る検査方法の変更

【令和7年4月】

・断熱構造基準の廃止
※S（省エネルギー性）およびS（ZEH）の場合を除く

・【フラット35】中古プラスの新設
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【フラット35】金利引下げ制度の制限区域の追加

【2024年9月以前】

・土砂災害特別警戒区域（通称:レッドゾーン）

【2024年10月以後の設計検査申請分】

・土砂災害特別警戒区域（通称:レッドゾーン）
・災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域
・災害危険区域内の地すべり防止区域

以下の区域内の場合は、金利引き下げ制度を利用できない
※ただし、区域内であっても、フラット35自体は利用可能です。

追加

追加
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【フラット35】金利引下げ制度の制限区域の追加
金利引き下げ制度の利用の有無を問わず

「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート」の添付が必須

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート
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【フラット35】近年の主な制度改正

・省令準耐火構造の住宅に係る検査方法の変更



9

【フラット35】近年の主な制度改正

・断熱構造基準の廃止
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【フラット35】断熱構造基準の廃止

※【フラット３５】Ｓ（省エネルギー性）及び【フラット３５】Ｓ（ＺＥＨ）
の基準に変更はありません。
※また、2025年3月31日以前に着工または設計検査を申請している場合は、
【フラット３５】の断熱構造等基準が引き続き適用されます。

2025年4月よりすべての住宅に省エネ基準が適用されることに伴い
2025年4月1日以後の着工分から、【フラット３５】の断熱構造等基準を廃止
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【フラット35】近年の主な制度改正

・【フラット35】中古プラスの新設
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【フラット35】中古プラスの新設
一定の基準を満たした中古物件の金利引き下げ
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省令準耐火構造とは
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【フラット35】省令準耐火構造とは
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【フラット35】省令準耐火構造とは
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省令準耐火構造
検査方法の変更について
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【フラット35】省令準耐火構造の検査方法変更
令和6年10月以後の設計検査申請分から、
防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置の確認が必要
※省令準耐火構造の基準に変更は無し

●設計検査:図面、仕上表等に記載
●現場検査:設計図書どおりであること
がわかる納品書や施工写真の提示
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【フラット35】省令準耐火構造の検査方法変更
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【フラット35】省令準耐火構造の検査方法変更
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